
 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
七
号 

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専

門
職
大
学
院
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日 

文
部
科
学
大
臣 

永
岡 

桂
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
） 

第
一
条 

[

略]
 

２
～
５ 

[
略]

 

６ 

国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
置
く
も
の
と
さ
れ
る
専
任
教
員
の
数
（
国
際
連
携
専
攻

を
設
け
る
二
以
上
の
専
門
職
大
学
院
が
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数

）
に
、
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
専
攻
（
そ
の
収
容

定
員
が
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
当
該
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野

と
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
他
の
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の

種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
専
攻
を
い
う
。
）
の
専
任

教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
研

究
科
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
専
攻
の
専
任
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
る
。 

８
・
９ 

[

略]
 

 

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
） 

第
一
条 
[

同
上]

 

２
～
５ 

[

同
上]

 

６ 

国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

置
く
も
の
と
さ
れ
る
専
任
教
員
の
数
（
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
二
以

上
の
専
門
職
大
学
院
が
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数
）
に
、
一
の
国

際
連
携
専
攻
ご
と
に
一
人
の
専
任
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以

上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

       

７
・
８ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[
 

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


